
～居住支援制度をよく知って最大限活用しよう！～ 

 

日時／令和 5 年 11 月 30 日(木) 

時間／開始 14:00（開場 13:30） 

会場／杉並区産業商工会館第 

1・第 2 集会室 

杉並区阿佐谷南 3 丁目 2 番 19 号 

主催／杉並区居住支援協議会 

協力／一般財団法人カルチュラルライツ 

 

 

■プログラム 

１． 開会のあいさつ（1４：00～１４：０５） 

２． 住宅セーフティネット制度の概要（１４：１０～１４：４５） 

・東京都住宅政策本部より制度の説明 

  ３． セーフティネット住宅家賃低廉化補助制度の実施について（１４：４５～１５：００） 

・杉並区住宅課より区の施策及び家賃低廉化補助制度について説明 

４． 杉並区で活動する居住支援法人等からの活動紹介（１５：０0～1７：００） 

・１３居住支援法人等のプレゼンテーション（各法人５分／途中休憩５分） 

５． 名刺交換および交流会 （17：00～） 

               ・会場は 18 時までお使いいただけます。 

 

 

【ご準備頂く資料等について】 

・ 活動紹介の際にパワーポイントをご利用になる場合は、データを１１月２４日（金）までに 

メールアドレス jutaku-k@city.suginami.lg.jp 宛てにご送信ください。 

 ※パワーポイント資料がある場合は、杉並区居住支援協議会事務局にて印刷致します。 

・ その他配布したい冊子等がある場合は、当日に１５部ご用意ください。 

 

 

                     ＜問合せ先＞ 

                         杉並区居住支援協議会事務局 

                               担当 砂川、北村 

                    電話 03（3312）2111 内線 3532 


